
原子力災害現地対策本部の取組状況について

2020年10月
原子力災害現地対策本部

資料３









 ｢近づけない｣｢漏らさない｣｢取り除く｣の３つの基本方針に基づき着実に取組を実施

 多核種除去設備等処理水（ALPS処理水）の取扱いに関する小委員会において、本年２月に報告書（※）
を公表。

 報告書の内容を踏まえ、御意見を伺う場を７回開催するとともに、パブリックコメントを実施し約
4,000件の御意見をいただくなど、地元自治体や農林水産業者をはじめとした様々な関係者から御意見
をいただいている。いただいた御意見も踏まえ、政府として責任を持って、できるだけ早期に結論を出
していく。

※報告書のポイントは、①海洋放出と水蒸気放出の2案が科学的に現実的である、②方針決定にあたっては、講ずるべき風評被害対策も併せ
て取りまとめられるべき、③幅広い関係者に意見を聞くべき、などである。

＜汚染水を「漏らさない」＞

＜汚染源に水を「近づけない」＞

 多核種除去設備等処理水の取扱いについて

 多核種除去設備（ALPS）等により
浄化処理を実施。

東京電力福島第一原発の汚染水対策の主な進捗

 サブドレン・凍土壁等の予防的・重層的な対策により、汚染水発生量は約540㎥／日（対策前、
2014年5月）から約180㎥／日（2019年度）に低減。

 信頼性の高い溶接タンクへのリプレースを
2018年度内に完了。

 梅雨・台風期に備えた大雨対策を拡充。

＜汚染源を「取り除く」＞
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１．地元自治体からは、特定復興再生拠点区域外への帰還・居住に向けて、避難
指示解除の方針を早期に示してほしいとの強いご要望を従前からいただいており、
引き続き検討中。

２．加えて、飯舘村からのご要望及び与党からの申し入れを踏まえ、 土地活用に向け
た新たな解除の仕組みを検討中。

３．いずれの検討も、地元のご意見を伺いながら、着実に進めていく。
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＜帰還困難区域の避難指示解除に向けた検討状況＞

帰還困難区域の避難指示解除に向けた検討状況

Ⅰ 帰還・居住したいとのご意向への対応（基本的検討）
・特定復興再生拠点区域制度の下、除染やインフラ・生活環境の整備を実施中。
・地元の意見・要望を一層丁寧に伺いながら、拠点区域外の方向性を検討中。

Ⅱ 土地活用したいとのご意向への対応（新たな検討）
・地元の土地活用への強い意向がある場合には、住民の安全の確保を前提として、
拠点区域外の解除を可能にする仕組みを新たに検討中。












